
奈　良　市 
 
大和郡山市 
 
天　理　市 
橿　原　市 
桜　井　市 
生　駒　市 
香　芝　市 
葛　城　市 
宇　陀　市 

大和高田市 
 
 

御　所　市 
 
 

五　條　市 

国の基準による 
国の基準による 
ただし、５５歳　２５／１００　５７歳　１５／１００
※段階的に見直し、２３年には国の基準に統一する 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
ただし、５９歳の管理職のみ１２／１００ 
勤続２５年以上、５０歳～５４歳　３０／１００ 
５５歳　４０／１００　５６歳　３０／１００ 
５７歳　２０／１００　５８歳　１０／１００ 
５９歳　５／１００ 
５０歳～５７歳は国の基準による 
５８歳　３０／１００　５９歳　１５／１００ 

無 
 
有 
 
無 
無 
無 
無 
無 
無 
無 

有 
 
 

有 
 
 

有 

〈国の基準（勤続25年以上・50歳以上）〉 
５０歳 ２０／１００ ５１歳 １８／１００ ５２歳 １６／１００ ５３歳 １４／１００ 
５４歳 １２／１００ ５５歳 １０／１００ ５６歳　 ８／１００ ５７歳  　６／１００ 
５８歳 　４／１００ ５９歳 　２／１００　 

【退職金の試算例】 
・国の基準による　５８歳早期退職　給料月額×１.０４　×支給率＋調整額 
・五條市　　　　　５８歳早期退職　給料月額×１.３　×支給率＋調整額 
・　〃　　　　　　６０歳定年退職　給料月額×支給率＋調整額 

退職手当の特例に関する条例の一部改正を否決ほか 

平成20年（2008年）9月7日 市議会だより  GOJO35号 （4） 

平成20年6月20日現在 

他市の退職手当特例制度 他市の退職手当特例制度 他市の退職手当特例制度 

運用状況及び加算率 特例制度 団体名 

市
道
路
線
に
つ
い
て 

 

四
議
案
中
、
一
件
を
継
続
・

一
件
を
否
決 

 

　
議
会
は
、
六
月
定
例
会
に
提

出
さ
れ
た
市
道
路
線
に
関
連
す

る
四
議
案
の
う
ち
、
市
道
新
町

九
号
線
の
認
定
に
つ
い
て
は
「
継

続
審
査
」
と
す
る
こ
と
と
し
、

市
道
二
見
五
号
線
の
路
線
の
延

長
に
つ
い
て
は
「
否
決
」
し
ま

し
た
。 

　
は
じ
め
に
、
市
道
新
町
九
号

線
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
八
八
．

三
メ
ー
ト
ル
の
道
路
を
認
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
し
た
が
、

建
設
経
済
常
任
委
員
会
の
審
査

に
お
い
て
、
こ
の
議
案
が
地
元

要
望
書
の
み
の
判
断
で
上
程
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
市
の
担
当

者
が
地
権
者
に
対
し
確
認
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
地
権
者
の

合
意
が
な
い
ま
ま
に
提
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
議
会

で
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
し
ま

し
た
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
道
路

を
必
要
と
し
て
い
る
市
民
が
い

る
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
否
決
と

は
せ
ず
に
、
議
会
と
し
て
は
、

今
後
、
市
の
対
応
を
見
定
め
て

い
く
と
の
判
断
に
至
り
、
「
継

続
審
査
」
に
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
市
道
二
見
五
号
線
の

延
長
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
九

日
の
本
会
議
に
お
け
る
地
元
議

員
か
ら
の
一
般
質
問
で
、
今
回

提
案
さ
れ
た
道
路
は
、
地
元
の

住
民
は
利
用
し
な
い
道
路
で
あ
り
、

地
元
か
ら
も
必
要
な
い
道
路
で
、

「
い
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
が

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
翌
二

十
日
の
議
案
審
議
の
際
に
も
納

得
い
く
理
由
が
示
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
、
付
託
さ
れ
た
建
設
経

済
常
任
委
員
会
に
お
い
て
も
、

市
担
当
者
か
ら
の
明
確
な
説
明

が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
の
市
道
路
線
の
延
長
に
つ
い

て
は
、
議
長
を
除
き
、
賛
成
二
、

反
対
十
八
で
否
決
し
ま
し
た
。 

　
市
の
道
路
行
政
に
つ
い
て
は
、

限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、
い
か

に
し
て
住
民
生
活
の
利
便
性
に

有
効
な
道
路
を
維
持
す
る
の
か

の
判
断
が
、
議
会
に
は
求
め
ら

れ
て
お
り
、
市
担
当
課
に
は
、

地
元
と
の
連
携
強
化
を
図
り
な

が
ら
、
将
来
を
見
据
え
た
対
応

を
求
め
る
と
こ
ろ
で
す
。 

二見5号線 

平成２０年６月定例会 
５５歳で早期退職･･･加算率５０％増（否決） 
５６歳で早期退職･･･加算率４５％増（否決） 
５７歳で早期退職･･･加算率４０％増（否決） 
平成１９年６月定例会 
５８歳で早期退職･･･加算率３０％増（可決） 
５９歳で早期退職･･･加算率１５％増（可決） 

５５
歳
か
ら
の
職
員
の
退
職
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
を
否
決 

※２ 

※２ 

※３ 

※３ 

　
財
政
の
健
全
化
対
策
の
一
つ
と

し
て
、
職
員
定
数
を
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
低
下
に
な
ら
な
い
範
囲
で
削

減
す
る
こ
と
を
掲
げ
、
平
成
十
九

年
六
月
定
例
会
で
は
、
五
八
歳
と

五
九
歳
か
ら
の
職
員
の
早
期
退
職

勧
奨
制
度
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
、

議
会
で
議
決
し
ま
し
た
。 

　
今
年
の
三
月
末
で
は
、
こ
の
制

度
に
基
づ
い
た
早
期
退
職
者
は
、

五
八
歳
で
三
名
、
五
九
歳
で
七
名

い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
六
〇
歳
で

の
定
年
退
職
者
は
十
三
名
で
し
た
。 

　
本
年
、
平
成
二
十
年
六
月
定
例

会
で
は
、
引
き
続
き
市
長
か
ら
五

五
歳
か
ら
の
早
期
退
職
勧
奨
制
度

が
議
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、 

 

●
五
八
歳
、
五
九
歳
の
早
期
退
職 

制
度
の
功
罪
を
見
極
め
て
の
結

果
検
証
が
で
き
て
い
な
い
。
急

ぎ
過
ぎ
で
あ
る
。 

●
他
市
町
村
に
比
べ
加
算
率
が
大 

き
過
ぎ
る
。 

●
優
秀
な
人
材
が
失
わ
れ
る
こ
と 

に
つ
な
が
る
。 

 

等
の
理
由
で
、
総
務
文
教
常
任
委

員
会
で
も
、
本
会
議
に
お
い
て
も
、

全
員
反
対
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。 

二見五丁目 

市
道
二
見
2
8
号
線
 

市道二見22号線 市道二見22号線 

市
道
川
端
線
 

市道二見27号線 

変更終点 
終点 

市道二見29号線 市道
二見
5号

線


